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1．地域区分の考え方と 7 地域の概要 

１）地域区分の考え方 

本市は、南北 46km、東西 21km、総面積 464k ㎡と広い市域を有しています。このた

め、本計画を具体的に記述していくに当たっては、本市の都市計画マスタープラン及び国土

利用計画に採用されているとおり、本市を北部地域、西北部地域、中北部地域、中部地域、

中南部地域、南部地域、東部地域の７地域に区分しました。 

 

■地域区分 
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２）７地域の概況 

各地域の課題を把握するために、７地域の人口、緑の量、緑の質を整理しました。結果

は次の通りです。 

■7 地域の人口 

＜地域の人口と将来推計人口＞ 

 

*大津市都市計画マスタープラン 2017-31 より引用。 

*大津市都市計画マスタープラン 2017-31 との整合性をもたせるため、地域別の将来推計人口は 

都市計画マスタープランの目標設定年(2031 年)としている。(以下同じ。) 

 

 

*大津市都市計画マスタープラン 2017-31 より引用。 

 

・ 東部地域以外は、将来的に人口減少が進むことが予想されます。  
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■緑の量 

＜施設緑地面積＞ 

 北部 西北部 中北部 中部 中南部 南部 東部 全体 

都市公園・緑地 16.1ha 67.4ha 12.8ha 64.1ha 28.1ha 68.4ha 79.7ha 336.6ha 

公共施設緑地 5.5ha 5.4ha 14.2ha 7.4ha 2.9 ha 6.1 ha 11.5ha 53.0ha 

施設緑地 

<都市公園・緑地と 

公共施設緑地の合計> 

21.6ha 72.8ha 27.0ha 71.5ha 31.0ha 74.5ha 91.2ha 389.6ha 

・ 施設緑地の面積が、最も大きい地域は東部地域、最も小さい地域は北部地域です。 

 

＜一人あたりの施設緑地の面積＞ 

 北部 西北部 中北部 中部 中南部 南部 東部 全体 

都市公園・緑地 7.1 ㎡/人 13.6 ㎡/人 2.7 ㎡/人 9.3 ㎡/人 6.5 ㎡/人 18.9 ㎡/人 10.7 ㎡/人 9.8 ㎡/人 

公共施設緑地 2.4 ㎡/人 1.1 ㎡/人 3.0 ㎡/人 1.1 ㎡/人 0.7 ㎡/人 1.7 ㎡/人 1.5 ㎡/人 1.6 ㎡/人 

施設緑地 

<都市公園・緑地と 

公共施設緑地の合計> 

9.6 ㎡/人 14.7 ㎡/人 5.7 ㎡/人 10.4 ㎡/人 7.2 ㎡/人 20.6 ㎡/人 12.2 ㎡/人 11.4 ㎡/人 

＊人口は平成 28 年 4 月 1 日現在の住民基本台帳と外国人登録人口の合計による。 

・ 一人あたりの施設緑地の面積が、最も大きい地域は南部地域、最も小さい地域は中北部

地域です。 

 

＜市街化区域内に占める施設緑地の割合＞ 

 北部 西北部 中北部 中部 中南部 南部 東部 全体 

施設緑地の 

割合 
3.3% 4.1% 2.6% 6.0% 1.8% 2.6% 6.4% 4.3% 

・ 市街化区域内に占める施設緑地の割合が、最も大きい地域は東部地域、最も小さい地域

は中南部地域です。 
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＜市街化区域内の土地利用における農地・山林・その他の自然地＞ 

 北部 西北部 中北部 中部 中南部 南部 東部 全体 

農地 43.6ha 60.5ha 175.3ha 40.1ha 29.8ha 46.6ha 89.1ha 485.0ha 

山林 5.8ha 210.6ha 15.6ha 29.4ha 23.4ha 155.8ha 199.5ha 640.1ha 

その他 

（水面など） 
5.9ha 110.2ha 42.4ha 23.1ha 23.5ha 25.5ha 60.4ha 291.0ha 

合計 55.3ha 381.3ha 233.3ha 92.6ha 76.7ha 227.9ha 349.0ha 1,416.1a 
＊面積は平成 26 年度大津市都市計画マスタープラン策定業務報告書による。 

・ 市街化区域内の土地利用における農地・山林・その他の自然地が、最も大きい地域は西

北部地域、最も小さい地域は北部地域です。 

 

＜市街化区域内の一人あたりの農地・山林・その他の自然地の割合＞ 

 北部 西北部 中北部 中部 中南部 南部 東部 全体 

一人あたりの

面積 
24.5㎡/人 76.9㎡/人 50.0㎡/人 13.4㎡/人 17.8㎡/人 62.9㎡/人 46.6㎡/人 41.4㎡/人 

＊人口は平成 28 年 4 月 1 日現在の住民基本台帳と外国人登録人口の合計による。 

＊面積は平成 26 年度大津市都市計画マスタープラン策定業務報告書による。 

・ 市街化区域内の一人あたりの農地・山林・その他の自然地の割合が、最も大きい地域は

西北部地域、最も小さい地域は中部地域です。 

 

＜市街化区域内の農地・山林・その他の自然地の割合＞ 

 北部 西北部 中北部 中部 中南部 南部 東部 全体 

割合 21.0% 33.7% 24.6% 9.9% 11.4% 32.3% 26.0% 23.6% 
＊人口は平成 28 年 4 月 1 日現在の住民基本台帳と外国人登録人口の合計による。 

＊面積は平成 26 年度大津市都市計画マスタープラン策定業務報告書による。 

・ 市街化区域内の農地・山林・その他の自然地の割合が、最も大きい地域は西北部地域、

最も小さい地域は中部地域です。 

 

＜都市計画公園・緑地の供用状況＞ 

 北部 西北部 中北部 中部 中南部 南部 東部 全体 

計画決定面積 50.9ha 113.1ha 72.6ha 109.7ha 89.8ha 101.2ha 125.4ha 556.0ha 

供用面積 7.4ha 56.0ha 10.1ha 77.1ha 38.2ha 62.1ha 60.2ha 275.4ha 

供用率 14.5% 49.5% 13.9% 70.3% 42.5% 61.4% 48.0% 49.5% 
＊滋賀の都市計画 2014(滋賀県)を元に編集。 

＊複数地域からなる場合、計画決定面積、供用面積とも各地域に該当施設の全面積としている。 

そのため、全体値と各地域の合計値は一致しない。 

・ 都市計画公園・緑地の供用率が、最も高い地域は中部地域、最も小さい地域は中北部地

域です。 
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■緑の質 

 北部 西北部 中北部 中部 中南部 南部 東部 全体 

10 年前と比べ 

緑が減った 
33% 40% 46% 29% 42% 39% 43% 39% 

大津市の緑

に満足 
70% 63% 59% 61% 57% 70% 55% 61% 

これから

の公園は

何を充実

すべきか 

1

位 

維持管

理活用 

防災 

機能 

歴史文化 美しい

景観 

美しい

景観 

防災 

機能 

美しい

景観 

美しい

景観 防災機能 

2

位 

防災 

機能 

美しい

景観 
－ 

維持管

理活用 

防災 

機能 

美しい

景観 

維持管

理活用 

防災 

機能 

3

位 

美しい

景観 

維持管

理活用 

美しい

景観 

歴史 

文化 

歴史 

文化 

歴史 

文化 

防災 

機能 

維持管

理活用 

緑のまちづくり

に取り組みたい 
73% 83% 68% 65% 68% 69% 77% 71% 

公園愛護会数 

(愛護会数/公園数) 
12/19 30/46 25/32 15/34 7/14 14/35 14/45 117/225 

*公園愛護会の数と公園数について、地域が複数となる公園による重複のため全体値と各地域の合計は一致しない。 

・ 10 年前と比べ緑が減ったと回答する人の割合が、最も高い地域は中北部地域、最も低

い地域は中部地域です。 

・ 大津市の緑に満足している人の割合が、最も高い地域は北部地域と南部地域、最も低い

地域は東部地域です。 

・ 緑のまちづくりに取り組みたいと回答する人の割合が、最も高い地域は西北部地域、最

も低い地域は中部地域です。 
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 大津市では、誰もが園内を自由に移動ができたり、公園の内容を確認できるなど、ユニ

バーサルデザインの公園の整備を進めています。 

障害のある方や障害のある子ども達の保護者、支援者の皆さんに、公園で遊ぶときに困

っていることや希望などを伺いました。 

 

＜皆さんからのご意見＞ 

■施設について 

・ 車に車いすを積んで公園に行くため、駐車場が必要。 

・ 吸引機や・人工呼吸器などを充電できる電源が必要。 

・ 公園の全体図があると、自閉症の子どもが自分の位置が把握でき安心できる。 

・ 音声案内があれば、視覚障害者も確認できる。 

 

■公園での移動について 

・ 石畳、芝生や草が生えていると車いすが通りにくい。車いす用の通路があればよい。 

・ 段差は、3cm 以内が理想。 

・ 車いす利用者は、傾斜が 5％未満なら自分で移動できる。10m 以上の坂でも、途中

に傾斜のない休憩所があれば自力で移動できる場合が多い。 

・ 視覚障害者にとって溝は危険。 

 

■遊具について 

・ 車いす利用者は、砂場の砂に手が届かない。テーブル式の砂場は、車いすの子どもで

も遊べる。 

・ ほとんどのブランコは、車いす利用者には使えないが、ハーフバケットブランコであ

れば使える。 

・ 砂地や段差などは、車いすでは遊具に近づけないが、ゴム地であれば近づける。 

・ 車いすに対応した遊具は、障害のない子どもも楽しむことができる。ユニバーサルデ

ザインの遊具は、障害に関係なく同じものをみんなで遊ぶことができるので良い。 

 

■公園のトイレについて 

・ 流すボタンが届かない、ボタンの場所がわからない子もいる。 

・ 洗面台の配水管が下にあると車いすがあたって近づけないので、壁埋込式の方が良

い。 

・ ペーパーホルダーが片側だと、片麻痺の人には使いにくいので、両側にあれば良い。 

・ 障害者用トイレの引き戸が重くて開けないこともある。開き戸は車いす利用者は使え

ないので、電動式のドアが良い。  

コラム 
 公園のバリアフリーとユニバーサルデザイン 
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■公園で遊ぶことについて 

・ 公園での遊びは、地域とふれあうこと。 

・ ユニバーサルデザインの遊具などでの遊びを通じて自主性が育まれる。 

 

 

 平成 25 年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定されて以降、

障害のある方の社会的障壁を取り除くための合理的な配慮が求められています。数 cm の

段差が、障害のある方が地域の方々と共に過ごすことのできない大きな障壁となっていま

す。 

障害のある方も障害のない方も、同じ時間を同じように過ごし、同じ感覚を共有するこ

とのできる公園のあり方が期待されています。 

 

ユニバーサルデザインの公園について紹介されています 

「みーんなの公園プロジェクト HP」  http://www.minnanokoen.net 

 


